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橿原市【公式】Instagram（@kashihara_official） 運用ポリシー 

 

平成 31年 2月 1日 適用開始 

令和 3年 9月 29日 一部改正 

令和 4年 4月 11日 一部改正 

令和 5年 7月 18日 一部改正 

 

 

１．運営に関すること 

①アカウント名 

 kashihara_official 

②運用管理責任者 

 秘書広報課 課長 

③投稿者 

 秘書広報課 職員  

④市指定のハッシュタグ 

 #kashi_iro 

⑤対応           

原則として、開庁時間（8 時 30 分～17 時 15 分）に投稿者が不定期に情報を発信し

ます。 

投稿へのコメント、ダイレクトメッセージ等を通じた意見及び問い合わせに対する

個別対応は原則として行いません。お問い合わせ等がある場合は、市ホームページの

秘書広報課へのお問い合わせフォームをご利用ください。 

 

２．投稿に関すること 

①「@kashihara_official」をフォロー。 

②投稿ごとに「@ kashihara_official」をタグ付けし、「＃kashi_iro」を付けて投稿。 

※上記①②に沿って投稿いただいた画像は、本運用ポリシーに同意したものとみなし、 

「@ kashihara_official」によるリポストのほか、市の PR 物（広報紙、SNS、ホー 

ムページ、ポスター等）で公開させていただく場合があります。 

 

３．免責に関すること 

①「@kashihara_official」内に掲載している個々の情報（文章、写真、イラスト等）に

関する著作権は市に帰属します。 

「@kashihara_official」内でのコメント、投稿、他アカウント内で市指定ハッシュ

タグ「#kashi_iro」を付けて投稿された情報等にかかる著作権は、当該投稿を行った利
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用者本人に帰属しますが、２．①②による投稿をもって利用者は市に対し、投稿コン

テンツを全世界において無償で非独占的に使用する（加工、抜粋、複製、公開及び翻

訳を含む。）権利を許諾したものとし、かつ、著作権及び著作者人格権を行使しないこ

とに同意したものとします。 

②「@kashihara_official」内の内容について、以下の場合を除き、無断で複製・転載す

ることはできません。 

・「私的利用のための複製」、「引用」等著作権法上認められた場合。 

・「@kashihara_official」上で「シェア機能」を使用する等転載の対象となるエントリ

ー内容を改編せず、出所を明記する場合。 

③「@kashihara_official」内に掲載する情報は正確さについて万全を期していますが、

利用者が「@kashihara_official」の情報を用いて行う一切の行為について、市はいか

なる責任を負うものではありません。 

利用者が投稿した情報、リンク、シェア等により移動した第三者が運営するウェブ

サイトの情報等について、一切の責任を負いません。 

利用者間又は利用者と第三者間のトラブルにより、利用者又は第三者に生じたどの

ような損害についても、市は何ら責任を負うものではありません。 

④「@kashihara_official」は、予告なく内容の変更、運用方法の見直し等を行う場合が

あります。 

 

４．ハッシュタグ利用規約 

「@kashihara_official」において運営するハッシュタグについて、以下の取り扱いと

します。 

①他人の著作物を撮影し、それを素材に加工や合成をすると著作権の侵害に当たる場合

がありますのでご注意ください。 

②投稿にあたっては被撮影者の了解を得たもののみとしてください。 

③著作権、肖像権及び商標権に関するトラブルについて、市は一切の責任を負いません。 

④以下の内容にあてはまる投稿はご遠慮ください。該当する場合「@kashihara_official」

では取り扱いしません。 

・公序良俗に反する内容。 

・売買及びそれに準ずる行為、特定サイト及びアドレスの掲示並びに宣伝行為の意味を 

含んだもの。 

・当サイトの運営を妨げ、信頼を毀損するような行為を含んだもの。 

・特定のキャラクター及びタレントの権利に抵触する恐れのあるもの。 

・個人、企業、団体等を中傷するもの、又はプライバシーを侵害するもの。 

・他人の著作権又は肖像権に抵触するもの。 

・なりすましアカウントによる投稿と思われるもの。 
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・その他投稿に不適切と判断されるもの又は禁止事項に該当するもの。 

  

５．適用 

本運用ポリシーは、平成 31年 2月 1日から適用します。 


